
 

１．件名：「東海第二発電所の地震等に係る新規制基準適合性審査（標準応答

スペクトルの規制への取り入れに係る変更）に関する事業者ヒア

リング (１０)」 

 

２．日時：令和５年７月６日（木）１３時３０分～１４時３０分 

 

３．場所：原子力規制庁９階耐震会議室 

 

４．出席者 

  原子力規制庁 原子力規制部 地震・津波審査部門 

岩田安全管理調査官、三井安全管理調査官、佐藤主任安全

審査官、藤川安全審査官、松末技術参与 

日本原子力発電株式会社 開発計画室 堀江常務執行役員 他８名  

 

５．要旨 

（１） 令和３年６月２５日に申請があった日本原子力発電(株)東海第二発電

所設置変更許可申請（標準応答スペクトルの規制への取り入れに係る変

更）のうち、基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価並びに新知見の反映に

ついて、提出資料に基づき説明があった。 

（２） 原子力規制庁は、以下について事実確認を行い、資料を適正化するよ

う求めた。 

 今回追加した基準地震動 Ss-32 による地盤安定性評価結果について、

参考資料として全ての解析結果を示すこと。 

 規則要求の条文を引用しること。 

 DB/SA施設と特重施設の地盤安定性評価結果について、相互に関連が

あることから、資料をまとめて説明すること。 

 代表施設の選定において、施設の重量、接地面積等が既許可申請書

から変更となった箇所については、その理由を説明すること。 

 新知見の反映について、他サイトの審査会合資料も参照のうえ、既

許可申請書の評価結果の影響の有無について説明すること。 

（３） 日本原子力発電(株)から、了解した旨の回答があった。 

 

 

 



 

６．提出資料 

 東海第二発電所 標準応答スペクトルを考慮した地震動評価を踏まえた基

礎地盤及び周辺斜面の安定性評価（耐震重要施設及び常設重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除く）） 

 東海第二発電所 標準応答スペクトルを考慮した地震動評価を踏まえた基

礎地盤及び周辺斜面の安定性評価（特定重大事故等対処施設（一の施設））

※１ 

 東海第二発電所 地盤（敷地周辺及び近傍の地質・地質構造）、津波評価、

火山影響評価、許可後の知見の確認について 

 

※１ 提出資料は、行政機関の保有する公開に関する法律第５条に定める不開示情報

を含むため、平成２７年１月１４日原子力規制委員会「特定重大事故等対処施設に関

する審査の取扱いについて」を踏まえ、非公開とします。 

 


